
免許番号

漁場の位置

漁場の区域

点の位置
Ａ

Ｂ

内共第８号

赤穂市加里屋新赤穂大橋左岸下流基柱

令和５年９月１日　免許

内共第８号漁場図

赤穂市、相生市、赤穂郡、佐用郡、宍粟市及びたつの市地先

(千種川本支流及び安室ダム並びに長谷ダムにより拡張された水面の区域)

次の点Ａ及びＢを結んだ線から上流の千種川本支流の区域と安室ダム及び長谷ダムにより拡張された水面の区域

赤穂市加里屋新赤穂大橋右岸下流基柱


